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令和７年10月神戸町教育委員会定例会会議録（要旨） 

 

１ 日  時  令和７年10月28日（火）午後１時30分から午後2時23分 

 

２ 場  所  神戸町役場南庁舎 ２階第３会議室 

 

３ 出席委員  岡田勝彦教育長、竹中照真委員（教育長職務代理者）、北村 守委員 

澤田文彦委員 

 

４ 欠席委員  河合奈緒子委員 

 

５ 説明のために出席した事務局の職員 

        小野健教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長、野下あゆみ教育課長 

 

６ 傍 聴 者  １名 

 

７ 議事日程 

   日程第１ 開会 

   日程第２ 前回会議録の承認について 

   日程第３ 会議録署名者の指名について 

   日程第４ 報第20号 地区公民館運営委員会委員の委嘱に係る専決処分の承認につ

いて 

   日程第５ 報第21号 神戸町文化財アーカイブ事業実行委員会設置要綱の制定に係

る専決処分の承認について 

   日程第６ 報第22号 神戸町文化財アーカイブ事業実行委員会委員の委嘱に係る専

決処分の承認について 

   日程第７ 議第42号 神戸町立小中学校管理規則を改正する規則について 

       

   協議、報告事項 

１）教育委員会行事予定（10月～11月）について【資料No.１】 

    ２）その他 

      ・岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会 令和7年11月7日（金） 

       午前10時～ 

      ・安八郡教育委員研修会 令和7年11月19日（水）午前8時45分～ 

      ・神戸中学校研究発表会 令和7年11月21日（金）午後1時30分～ 

    ３）次回定例会開催日 

       11月27日（木）午後１時30分から 学校給食センター会議室 

       12月 日（ ）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 
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午後１時30分 開会  

  開会 

○岡田教育長 皆様改めまして、こんにちは。先日、町の文化祭では、教育委員会表彰と

して青少年健全育成大会、翌日には文芸ごうどの表彰式ということで、委員の皆様方に

は大変お世話になりありがとうございました。 

それから、先週の土曜日ですけれども各小学校の運動会が、ちょっと雨が心配でした

が、無事に実施することができました。 

昨年度よりも２週間ほど遅いため、日差しが暑くなく、むしろちょっと肌寒いぐらい

で、長袖の子たちが多かったなっていう印象があったんですけれども、無事に終わって

よかったなというふうに思っているところです。 

また、来月は今度、園それから学校での教育委員会の訪問ということで、いずれにし

ろ、この時期大変いろんな行事が目白押しでありますけれども、引き続きましてどうぞ

よろしくお願いいたします。 

それでは本日の会議では河合委員より欠席の届けがございます。 

３名の委員の皆様方にご出席をいただいておりますので、会議が成立することを認め

ます。 

傍聴のお申し出がお１人ありましたので、本日は傍聴の方が１人いらっしゃいます。 

ただいまより、日程第１、開会、令和７年10月神戸町教育委員会定例会を始めます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  前回会議録の承認について 

○岡田教育長 日程第２、前回会議録の承認について、でございます。 

  前回会議録のご確認をお願いします。 

  よろしかったでしょうか。ご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  ありがとうございます。異議なしと認め、令和７年９月神戸町教育委員会定例会の会

議録は承認されました。 

  なお、この会議録は神戸町のホームページで公表いたしますので、ご了解をお願いい

たします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会議録署名者の指名について 

○岡田教育長 続きまして日程第３、会議録署名者の指名について、でございます。 

本会の会議録の署名者は、北村委員さんにお願いしたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  報第20号について 

○岡田教育長 報第20号、地区公民館運営委員会委員の委嘱に係る専決処分の承認につい

て、を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 それではご説明申し上げます。 
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資料を１枚おめくりお願いいたします。 

神戸町内４つの地区公民館がありますが、今回は神戸地区公民館の名簿をおつけして

おります。 

こちらにつきまして、名簿、下段の運営委員のうち顧問につきまして教育委員会委員

が、10月１日付けで今津委員から澤田委員に交代となりましたので、顧問として委嘱を

行いますものを行うもので、専決処分の承認をお願いするものでございます。以上でご

説明を終わります。 

○岡田教育長 ただいまの説明について、質疑討論はございませんか。 

これは、お一人だけということですね。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 神戸地区館のみ教育委員さん、神戸地区

の今津前委員が代わられたということで、お１人だけ変更で専決をお願いさせていただ

くものでございます。 

○岡田教育長 よろしかったですか。それでは質疑討論を終わり、採決いたします。お諮

りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  ありがとうございます。異議なしと認めます。よって報第20号、地区公民館運営委員

会委員の委嘱に係る専決処分の承認について、は原案のとおり承認をすることに決定を

いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  報第21号について 

○岡田教育長 続きまして、日程第５、報第21号、神戸町文化財アーカイブ事業実行委員

会設置要綱の制定に係る専決処分の承認について、を議題といたします。事務局の説明

をお願いします。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 それでは、ご説明を申し上げます。 

教育委員会といたしましては、複数年の事業として神戸町内に存する国県町の指定文

化財のデジタルアーカイブ化を行う計画でございます。 

そのため、文化財のアーカイブ化への取り組み内容を検討審議いただくため、今年度、

実行委員会を立ち上げるものでございます。 

それでは、資料１枚おめくりをお願いいたします。 

設置要綱につきましてご説明を申し上げます。 

第１条の目的、第２条の所掌事項につきましては、ただいまのご説明のとおりとなり

ます。 

３条の組織としましては、委員総数10名以内、神戸町文化財審議委員５名と有識者３

名を予定しております。 

なお、委嘱を行う委員につきましては、次の報第22号にてご説明を申し上げさせてい

ただきます。 

次ページ７条には、事務局は、生涯学習課と規定をさせていただいておるところです。 

以上でご説明を終わらせていただきます。 
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○岡田教育長 ただいまの説明につきまして質疑討論ございませんか。 

○澤田委員 具体的な事業内容について質疑あり。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 文化財を適切に保存活用するために、紙

資料等ではなく、データを収集して、デジタル資料とし、最終的にインターネットとＷ

ｅｂ上での公開を通して文化財の価値を発信し、図録の更新も行っていきたいと考えて

いると答弁。 

○竹中委員 図録の作成と、山王まつり調査報告書のアーカイブ化について質疑あり。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 図録については、今回収集したデジタル

データを踏まえて、更新を計画していると答弁。山王まつり調査報告書については、紙版

での発刊を予定していると答弁。 

○竹中委員 図録の頒布について質疑。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 現時点では頒布範囲は未定であると答弁。 

○北村委員 事業の予算規模と補助メニューについて質疑。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 調査手法により事業規模が変動するが、

調査手法をこれから選定するため、明確な金額は申し上げられないと答弁。補助につい

ては、総務省の補助事業の活用を検討していると答弁。 

○岡田教育長 よろしかったでしょうか。それでは質疑討論を終わり、採決いたします。

お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  ありがとうございます。異議なしと認めます。よって報第21号、神戸町文化財アーカ

イブ事業実行委員会設置要綱の制定に係る専決処分の承認について、は原案のとおり承

認をすることに決定をいたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  報第22号について 

○岡田教育長 続きまして、日程第６、報第22号、神戸町文化財アーカイブ事業実行委員

会委員の委嘱に係る専決処分の承認について、を議題といたします。事務局の説明をお

願いいたします。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 それではご説明を申し上げます。 

お手元資料おめくりいただきますと、実行委員会名簿となっております。 

名簿の上３名の方が有識者枠でのお願いを、残り下５名の方が神戸町文化財の審議委

員会委員の方となられます。 

有識者３名の方については、有形文化財に造詣が深い皆様方でございます。 

文化財審議委員会委員におかれましては、町内の文化財に関する知識が豊富というこ

とで委嘱の方をさせていただきたく、専決をお願いさせていただくものです。 

簡単でございますが、以上で説明を終わります。 

○岡田教育長 ただいまの説明について質疑討論ございませんか。よろしかったでしょう

か。 

○竹中委員 有識者の専門分野等について質疑。 
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○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 この３名の経歴等を説明。 

○岡田教育長 よろしかったですか。それでは質疑討論を終わり、採決いたします。お諮

りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  ありがとうございます。異議なしと認めます。よって報第22号、神戸町文化財アーカ

イブ事業実行委員会委員の委嘱に係る専決処分の承認について、は原案のとおり承認を

することに決定をいたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第42号について 

○岡田教育長 続きまして日程第７、議第42号、神戸町立小中学校管理規則の一部を改正

する規則について、を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

○野下教育課長 それでは、議第42号、神戸町立小中学校管理職規則の一部を改正する規

則についてです。 

これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により共同学校事務室の設

置が法制化されたこと、また、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特

別措置法に基づき文部科学大臣が策定する指針において示された１年単位変形労働制時

間制を活用するための規則を定めようとするものです。 

１枚おめくりください。 

神戸町立小中学校管理規則の一部を次のように改正します。 

さらに１枚おめくりいただきますと、新旧対照表がございます。そちらにてご説明い

たします。 

まず、共同実施組織を共同学校事務室に改めます。 

第16条の６について、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基

づき共同学校事務室を置くと改めます。 

その下、第20条の括弧内、昭和46年法律第77号の後に、以下給特法というを加えます。 

第２項の後に、次の１項を加えます。 

教育委員会は、給特法第５条の規定により、読みかえて適用する地方公務員法第58条

の第３項の規定により、読みかえて適用する労働基準法第32条の４の規定により、教育

職員を労働させる場合に当該教育職員について、第１項に規定する上限の適用について、

１ヶ月について45時間を、１ヶ月行って42時間、１年について360時間を320時間とする

ものです。 

以上が、神戸町立小中学校管理規則の一部改正についての説明となります。ご審議よ

ろしくお願いいたします。 

○岡田教育長 ただいまの説明について質疑、討論はございませんか。 

○北村委員 他市町の状況について質疑。 

○野下教育課長 国の方針及び指針等の改正のため、他市町も改正を進めていると答弁。 

○竹中委員 時間外労働時間の減少なのかどうか質疑。 

○野下教育課長 時間外の労働時間の上限が下がるものであると答弁。 
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○竹中委員 労働時間の短縮に向けて、仕事量の見直しについて、意見あり。 

○野下教育課長 子どもたちへの還元と学校現場での仕事の負担減を取り組むと答弁。 

○澤田委員 子どもたちを軸に考え、工夫して削れるところは削る取り組みを行ってほし

いと意見。 

○岡田教育長 校長会でご意見は伝えると答弁。 

よろしいでしょうか。それでは質疑討論を終わり、採決いたします。お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  ありがとうございます。異議なしと認めます。よって議第42号、神戸町立小中学校管

理規則の一部を改正する規則について、は原案のとおり決定をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○岡田教育長 続きまして協議、報告事項に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  協議、報告事項 

○岡田教育長 まず初めに、議事日程にはございませんが、陳情の提出がありましたので、

報告をいたします。 

本陳情については、個人情報を含む内容ですので、会議を公開しないことを発議いた

します。 

本件については質疑討論を飛ばし、採決することにしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ありがとうございます。異議なしと認めます。よって本件は、質疑討論を省略し採決

することに決定をいたしました。 

お諮りします。本陳情については、個人情報を含む内容のため会議を公開しないこと

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ありがとうございます。異議なしと認めます。よって本陳情については会議を公開し

ないことに決定をいたしました。 

ここで会議を公開いたしませんので、傍聴人の退場をお願いいたします。 

〔傍聴人の退場〕 

○岡田教育長 では、会議を再開いたします。では、陳情について説明を事務局、お願い

します。 

○野下教育課長 区域外就学生徒の給食費に係る意見書についてです。 

区域外就学生徒の給食に係る意見書が提出されましたのでご報告いたします。 

現在、神戸町内の学校に、区域外就学で通う生徒の親族の方からの意見書です。 

ご意見は２点ございました。 

〔説明内容非公開〕 
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○岡田教育長 ただいまの説明について、ご質問はございませんか。 

 

〔質疑・答弁内容非公開〕 

 

○岡田教育長 では陳情に対する協議・報告を終了いたします。 

では、傍聴人が再入場されます。 

〔傍聴人の再入場〕 

 

１）教育委員会行事予定（10月～11月）について 

○岡田教育長 それでは再開をいたします。協議報告事項を１教育委員会行事予定、10月

から11月について、をお願いします。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 それでは、10月から11月までの行事予定

についてご説明をさせていただきます。 

教育委員にご出席をいただく会議についてのみ、ご説明をさせていただきます。 

 

〔説明内容省略〕 

 

２）その他 

○岡田教育長 続きまして、２その他について３点ありますので、順次お願いします。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 研究総会等についての日程を説明。 

３）次回定例会開催日 

○岡田教育長 では３の次回定例会開催日についてお願いします。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 次回、11月27日について、会場の変更の

可能性があると説明。次回は、12月22日を（案）として設定。但し、欠席委員がみえる

ため、欠席委員に日程を確認し、決定すると説明。 

○岡田教育長 以上で、本日の議事及び協議報告事項を終わります。全体を通して何かご

ざいましたらお願いします。 

○竹中委員 アーカイブ事業の終わりの時期について質疑。 

○小野教育委員会事務局調整監兼生涯学習課長 複数年の事業として予定しており、現時

点では明確な終期は未定であると答弁。 

○岡田教育長 それでは、以上をもちまして令和７年10月神戸町教育委員会定例会を閉会

いたします。慎重審議、誠にありがとうございました。 

 

午後2時23分 閉会  



－８－ 

 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違のないことを証するため、ここに署名

する。 

 

 

 令和７年１０月２８日 

 

          署 名 委 員  北 村  守 

 

 


